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予算 
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 ※ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ 

地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律等の一部

を改正する法律案 
 
 
 
 
 
 
 
 
道路整備特別措置法及び独

立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構法の一部

を改正する法律案 
 
 
 
 
 
 
気象業務法及び水防法の一

部を改正する法律案 
 
 
 
 
 
 
 
 

 近年における地域旅客運送サービスを取り

巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供

の確保に資する関係者の連携と協働による取

組を一層推進するため、鉄道の特性を発揮す

ることが困難な状況にある区間に係る交通手

段の再構築に関する措置を創設するととも

に、地域公共交通特定事業を拡充するほか、鉄

道事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に係

る運賃について地域の関係者の協議を踏まえ

た届出制度を創設する等の措置を講ずる。 
 
 高速道路その他の料金を徴収する道路の適

正な管理及び機能の強化を図るため、高速道

路の料金の徴収期間の満了の日の延長、地方

道路公社等が二以上の道路を一の道路として

料金を徴収する特例の拡充、道路の通行等に

係る料金徴収の対象の明確化、高速道路にお

いて通行者等の利便の確保に資する施設と一

体的に整備する自動車駐車場に係る貸付制度

の創設等の措置を講ずる。 
 
 自然災害の頻発等により、洪水等の予報の

重要性が増大していることに鑑み、気象業務

に関する技術の進展に対応した洪水等の予報

の高度化を図るため、予報業務の許可の基準

の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象

の予報の業務については、利用者への説明を

義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用さ

せることを目的とした業務に限り許可を行う

こととするとともに、都道府県知事が行う洪

水予報に資する国土交通大臣による河川の水

２月上旬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月上旬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月下旬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
海上運送法等の一部を改正

する法律案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
空家等対策の推進に関する

特別措置法の一部を改正す

る法律案 
 
 
 

位又は流量に関する情報の提供等の措置を講

ずる。 
 
 海上旅客輸送の安全の確保等を図るため、

一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充

実、対外旅客定期航路事業等に係る登録制度

の導入及び旅客運送船舶運航事業（仮称）に係

る安全統括管理者等の資格、職務等に関する

規定の整備を行うとともに、旅客の輸送の用

に供する小型船舶（仮称）の乗組員に対する教

育訓練の実施の船舶所有者への義務付け等の

措置を講ずるほか、安定的な国際海上輸送の

確保に資するため、対外船舶貸渡業者等（仮

称）が作成する外航船舶確保等計画（仮称）の

認定制度を創設する。 
 
 空家等の適切な管理及びその活用を一層促

進するため、空家等活用促進区域（仮称）に関

する制度の創設、適切な管理が行われていな

い空家等に対する措置の拡充、空家等管理活

用支援法人（仮称）の指定制度の創設等を行

う。 
 

 
 
 

３月上旬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月上旬 

 


